
はじめに

　舞鶴市の保育所・幼稚園において，２００７年度

に子育て・発達障害児支援に関する調査研究を

実施した。保育所・幼稚園に在籍する乳幼児の

保護者を対象とした調査研究は「舞鶴市におけ

る子育ての実態とニーズに関する調査研究─保
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護者のニーズと子育て支援の関連について─」

として前田ほか（２００８）により報告されてい

る。本研究は，保護者への調査研究と同時期に

おこなわれたものであり，保育所・幼稚園の保

育者を対象とした発達障害児支援に関する調査

研究である２）。

１．問題の所在

　近年，保育所・幼稚園において「気になる」

と表現される子どもに注目がよせられている。

厚生労働省に設置された研究会が２００８年７月に
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　舞鶴市の発達障害児の実態とニーズを明らかにするため，保育所・幼稚園における「気になる子」
について保育者を対象に質問紙調査をおこなった結果，以下の諸点が明らかになった。１「気になる
子」は保育所・幼稚園の在籍児のうち６.８％にあたり，２歳児クラス以降に高い割合でみられた。２
「気になる子」には「注意・集中」「不器用」「対人関係」の困難が上位であげられた。３「気になる子」
の保護者支援については，育児支援の必要性，子どもの課題を保護者と保育者の間で共通理解するこ
との難しさがあげられた。４「気になる子」の発達支援については，保育者・保護者・専門家の三者
による連携・協働が重要であり，第三者となる専門家が現場に出向き保育者とともに支援方法を検討
していく必要性が考察された。
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報告した「障害児支援の見直しに関する検討会

報告書」では，発達障害児支援の現状・課題と

して，「①発達障害等の場合で，明確な障害が

あると判断できないケース，②障害があるが，

親がそれに気付き，適切に対応できていないケ

ースなど，十分な支援につながっていない場合

がある」と指摘し，「気になる」という段階から

の支援の必要性について報告している。そし

て，「身近で親に接している者（保健師，保育士

等）と，障害児の専門機関の者が，別々に関わ

るのではなく，連続性をもって重層的に対応す

ることにより，早期の支援につなげていくこと

が求められる」とし，明確な診断がつかない段

階からの早期支援の指針が示されている。

　日本においては，２００５年４月に「発達障害者

支援法」が施行され，その第２条において「『発

達障害』とは，自閉症，アスペルガー症候群そ

の他の広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多

動性障害その他これに類する脳機能の障害であ

って，その症状が通常低年齢において発現する

もの」と定められ，日本独自に狭義の発達障害

の定義が設けられることになる。また，知的発

達に遅れがないことから「軽度発達障害」とい

う用語が使用されていたが，２００７年に文部科学

省では「その意味する範囲が必ずしも明確でな

いこと等の理由」から原則として「軽度発達障

害」の用語を使用しないことが報告された（文

部科学省初等中等教育局特別支援教育課，

２００７）。このことは，知的発達に顕著な遅れが

ない場合でも，障害の程度，日常の社会生活の

困難は必ずしも軽くないということを示唆して

いるといえよう。杉山（２０１１）は，「認知に高い

峰と低い谷の両者をもつ子どもと大人」（p４４）

を発達凸凹と称し，得意な力をもつ存在という

意味をふまえこの用語を用いている。そして，
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この発達凸凹を要因レベルととらえ，そこに適

応障害が加わり障害のレベルに至ったものが，

狭義の発達障害であるとの考えを述べている。

重要なことは本人が困難を感じているかどうか

にあり，発達凸凹のある子どもに対して早期よ

り適切な療育・教育をおこなうことが社会生活

を送るうえでの困難を軽減・克服し得意な力を

発揮していくことにつながるといえる。また，

発達障害は虐待や不登校，非行といった社会問

題との関係から検討がなされており（杉山，

２００７，２０１１），２次障害を予防するという観点

から乳幼児期における支援を充実させていくこ

とが重要である。このように，発達障害の社会

的認知が高まるなかで，今まで教育政策上は支

援の対象外とされてきた障害の種類の子どもた

ちが支援の対象とされるようになり，母子保健

の分野からも，乳幼児健診における発達障害の

スクリーニングの強化や５歳児健診実施（小

枝・関・前垣，２００７）の動向が検討されるよう

になった。

　現在，わが国における，義務教育段階の全児

童生徒数は約１,０７９万人であり，そのうち，特別

支援学校（盲・聾・養護学校）に在籍する児

童・生徒は，０.５６％（約６万人），特別支援学級

に在籍する児童生徒は，１.１５％（約１２万４千

人），通級による指導を受けている児童生徒は，

０.４２％（約４万５千人）であるとされる。つま

り，特別支援教育を受けている児童・生徒は合

計すると全体の２.１３％，約２３万人にのぼる（文

部科学省，２００８）。さらに，文部科学省の調査

（２００３）によると，小・中学校の通常学級で知

的発達に遅れがないものの，学習面や行動面で

著しい困難をもっていると担任教師が回答した

児童・生徒の割合は６.３％にのぼる。このよう

に，発達凸凹のある子どもは教育現場で高い割



合で指摘されている。

　就学前施設における発達障害児の実態につい

ては，１９８０年代より保育現場での巡回相談にお

いて障害とはいえないが気になる子の相談が増

加したとされ（西本，１９９２），現在では「気にな

る子」はクラスの中に４～６人は存在するとい

われている（木原，２００６）。本郷ら（２００３）の調

査によると「気になる子」は保育所６１ヶ所のう

ち５８ヶ所に在籍していると指摘され，平澤ら

（２００５）の調査では，「気になる子」は１６０ヶ所

の保育所・園の全在籍児のうち４.５％にあたる

とされている。このように，近年では就学前施

設において「気になる子」が高い割合で存在し

ていることが明らかになっている。また，保育

者を対象とした調査により，過半数の保育者が

近年「ちょっと気になる子ども」が増えている

という認識をもっているとの結果が示されてい

る（嘉数・財部・上地・石橋，２００７）。一方で，

１９７８年の「保育所における障害児の受け入れに

ついて」の通知から１９９８年に通知された現在の

「特別保育事業の実施について」において，そ

のうち国の助成対象となるのは，特別児童扶養

手当支給対象児に限られており，知的な遅れの

ない障害児は保育士加配等の条件整備が必要で

あっても，補助の対象とならないか地域の取り

組みに委ねられている。

　「気になる子」への注目が高まるなか，保育

者を支援する体制についての研究も増えてきて

いる。保育所・幼稚園に在籍する「気になる子」

の支援においては，巡回相談が一つの支援方法

としてあげられる。巡回相談の支援機能に関し

て，浜谷（２００３）は保育者の主訴に対しておこ

なう保育実践の支援を第１次支援とし，そこで

の共通理解をもとにおこなわれる「職員間の協

力関係」「保護者との協力関係」「外部の専門機
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関との連携」の円滑化や強化を第２次支援，そ

の後の心理的安定や保育意欲の向上が第３次支

援であると述べている。子どもと保育者が抱え

る困難を検討するため，専門家が現場に出向い

て支援をおこなう体制が重要視されてきてい

る。また，保育現場における支援に関しては，

子どもが集団での活動を十分に理解し主体的に

参加しているのかといった，参加のレベルを考

慮した検討が求められる（浜谷，２００９）。２００１年

に制定された「ICF（International Classification 

of Functioning, Disability and Health）」の障害

の規定では，それまで用いられていた「社会的

不利（ハンディキャップ）」が肯定的な意味を

もつ「参加」という用語に置きかえられ，環境

整備のあり方が参加のレベルに影響するという

考えに変化している。子どもが保育現場におい

てどのように活動し参加しているかを把握し，

それらを広げる体制を整えていくことが重要で

あろう。

　発達障害が疑われる子どもの保護者支援につ

いては，「発達障害者支援法」施行に向けて厚

生労働省と文部科学省が２００４年２月から共同で

実施した「発達障害者支援に関する勉強会」に

おいて次のように指摘されている。知的障害を

伴わない「高機能群でも，１～２歳時に保護者

が『育てにくい』と感じていたケースがかなり

ある」ことを指摘し，「幼児期には，正確な診断

をつけることより，育てにくい子に上手に対応

できるよう，保護者を支援する視点が重要」で

あると述べている（厚生労働省，２００４）。また，

嘉数ら（２００７）の研究では，「気になる子」が増

加している背景として「親の養育態度」「生活

リズムの変調」「社会の変化」をあげており，社

会の変化に伴う家族形態や育児文化の変化を考

慮しながら保護者を支援していく必要性がうか



がえる。小渕（２００７）は，乳幼児健診での障害

の疑い・発見と保護者の心配事との関連を調査

した結果，育児に関係した事柄を媒介にするこ

とで保護者とつながりをもち早期から支援を開

始することが重要であるとし，育児支援からの

アプローチの必要性を指摘している。

　「気になる子」という言葉は近年広く用いら

れているが，その定義は一定ではなく，本研究

にあたっては，「気になる子」の定義を「重度か

ら軽度まで，保育士や幼稚園の先生が気になる

と思われる子ども全て」が対象となる旨を提起

し，調査を実施した。平澤ら（２００５）の研究で

は障害の診断の有無を区別し分析がなされてい

たが診断の有無は保護者の障害の認識にも関わ

るものである。また，診断の有無にかかわらず

子どもの示す困難は発達や保育の状況によって

異なるものである。そのため，本研究では診断

の有無もふくめ検討することで，保育現場で必

要とされる支援について検討していくことにす

る。

　本研究においては，舞鶴市における発達障害

児の実態とニーズを明らかにするため，保育

所・幼稚園における「気になる子」について保

育者を対象に質問紙調査を実施した。保育者が

「気になる」と認識する内容や保育上の困難を

把握することで，「気になる子」の特別なニー

ズについて検討することを目的とする。また，

「気になる子」とその保護者を支える体制を把

握することで，保育所・幼稚園における「気に

なる子」の発達支援をどう整備・推進していく

べきかについても検討していきたい。
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２．研究方法

２－１　調査対象地域の状況

　舞鶴市の保育所１４施設（公立５，私立９），幼

稚園１４施設（公立１，私立１３）に勤務する保育

者を対象として調査をおこなった。

　舞鶴市は，人口約９万人，面積３４０平方キロ

メートルの市である。２００７年度に国のモデル事

業である「発達障害支援調査事業」を展開し，

発達障害をはじめ支援が必要な幼児・児童への

具体的な支援策を検討するとともに，様々な取

り組みが進められた。その一環として，筆者ら

が舞鶴市における発達支援の実態調査を実施し

た３）。発達障害児支援の体制に関しては，京都

府舞鶴こども療育センターが発達障害の診断・

リハビリをおこない，障害児通園施設さくらん

ぼ園が主に診断を受けた乳幼児の療育をおこな

っている。京都府立舞鶴養護学校トータルサポ

ートセンターには地域支援コーディネーターが

配属されており，幼稚園，保育所，小学校の相

談依頼があった場合に，地域支援コーディネー

ターが依頼先を訪問し支援の方法等を保育者・

教諭に助言している。また，トータルサポート

センターでは，発達支援に関わる講演も実施し

ている。１歳６か月児健康診査後には親子教室

を開室しており，保健師が中心となり健診後の

相談・指導をおこなっている。その他，京都府

の保健所実施による発達クリニック，児童相談

所の相談も利用可能となっている。また，舞鶴

市内の２つの小学校の「ことばの教室」では，

就学前の言葉の遅い幼児を対象に相談・指導を

おこなっている。なお，２００７年度の調査時点で

は，幼稚園・保育所における「気になる子」へ

の対応に関しては，各保育所・幼稚園が独自に



考え専門機関に直接アプローチして対応にあた

っており，専門スタッフによる巡回相談体制は

確立していない状況であったが，２００８年度より

事業化されることとなった。

２－２　調査項目

　調査票は２種類を用いた。調査票Ⅰ「『気に

なるお子さん』の状況について」は，現在「気

になる子」を対応している保育者を対象とし

た。調査票Ⅱ「『気になるお子さん』の対応に

ついて」は，「気になる子」を対応したことのあ

る保育者を対象とした。各調査票の調査項目の

一覧は資料Aに示す。

　調査票Ⅰは，①回答者の属性，②「気になる

子」の属性，③気になる内容について（２４項

目），④子どもの日ごろの様子について（３３項

目），⑤子ども自身が困っていると思われるこ

と，⑥子どもへの対応で保育者が困っているこ

と，⑦クラス運営で困っていること，⑧保護者

への支援で困っていること，の計８項目で構成

されている。なお，④は，乳幼児自閉症チェッ

クリスト（以下，M-CHAT）より１０項目，自閉

症スクリーニング質問紙（以下，ASQ）より２３

項目を抜粋し一部修正を加えたものである。

　調査票Ⅱは，①回答者の属性，②「気になる

子」への対応について，③「気になる子」の支

援で必要とされていること，④「気になる子」，

その保護者支援について，の計４項目で構成さ

れている。

２－３　手続き

　市役所職員が施設を訪問したうえで調査用紙

を配布し依頼した。調査票Ⅰについては，各施

設において「気になる」とされる子全数に関し

て調査用紙記入を依頼した。調査票Ⅱについて
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は，該当する保育者に記入を依頼した。記入後

は，市職員が用紙の回収をおこなった。なお，

調査期間は２００７年１１月から１２月末であった。

　調査票Ⅰは，保育所１４箇所全てと，幼稚園１４

箇所のうち１１箇所より回答がえられた。調査票

Ⅱは，教職員３６９人（保育所職員２６５人，幼稚園

教諭１０４人）のうち２９１人の教職員（保育所２０１

人，幼稚園９０人）より回答がえられた。

　分析にあたっては，「気になる子」の年齢に

よる検討をおこなうため，保育所・幼稚園の在

籍クラスに分類して分析をおこなった。在籍ク

ラスの分類について，縦割りクラスに在籍する

幼児においては４月当時の年齢により在籍クラ

スを分類した。

３．結果・考察

３－１　「気になる子」の概要

①「気になる子」の内訳

　調査票Ⅰであげられた「気になる子」の総数

は１９３人であり，回答がえられた保育所・幼稚

園の在籍児２８５５人のうち６.８％であった。在籍

クラスごとにみると，２歳児クラスが８.１％と最

も割合が高く，次に４歳児（７.７％），３歳児

（６.８％），５歳児（６.７％），１歳児（４.６％），０歳

児（１.８％）であった。０歳児と１歳児クラスの

割合は相対的に低く，２歳児クラス以降に気に

なる子が高い割合で出現していた。保育所と幼

稚園での「気になる子」の比率は，保育所にお

いて高い割合（保育所７.６％，幼稚園６.０％）で出

現する傾向がみられた。男女比は，男児が女児

の約４倍の割合（男児７８.８％，女児２１.２％）であ

げられた。保育所・幼稚園における「気になる

子」の内訳を表１に示す。



②「気になる子」の医療・療育的背景

　「気になる子」１９３人のうち医学的診断のある

子どもは４８人であり，保育所・幼稚園の在籍児

のうち１.７％であった。つまり，「気になる子」

のうち１４５名は診断がついておらず，その割合

は在籍児のうち５.１％であった。４８人の子ども

の内訳は，自閉症スペクトラムが最も多い２２人

（４５.８％），精神運動発達遅滞が６人（１２.５％），

脳の器質的障害が６人（１２.５％），染色体異常・

代謝異常が４人（８.３％），言語・聴覚障害が４

人（８.３％），脳性まひが２人（４.２％），発達性協

調運動障害が２人（４.２％），先天奇形が１人

（２.１％）であった。

　療育に通室している子どもは「気になる子」

のうち６４人（３３.２％）であった。療育の通室は

週１回が３５人（５４.７％），週２回が９人（１４.１％）

と高い割合であった。保育所・幼稚園において

加配がついている子どもは３７人（１９.２％）であ

った。医療（主治医）にかかっている子どもは

４４人（２２.８％），療育手帳を取得している子ども

は１６人（８.３％），特別児童扶養手当を受給して
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いる子どもは１４人（７.３％）であった。

　診断の有無と療育・加配の有無の関連を

Fisherの直接確率法を用いて検定した結果，療

育の通室（|2（１）＝７８.９８７，p＜ .００１），加配

（|2（１）＝５８.５４５，p＜ .００１）ともに有意であっ

た。このことから，診断を受けていない割合の

高い「気になる子」の場合，療育や加配など具

体的な支援につながりにくい実態にあることが

明らかとなった。

３－２　「気になる子」の実態

①気になる内容

　調査票Ⅰ-３では，気になる内容について検

討するため，注意・集中に関する４項目，気持

ちのコントロールに関する５項目，言語・コミ

ュニケーションに関する２項目，対人関係に関

する３項目，不安に関する２項目，こだわりに

関する２項目，生活習慣に関する３項目，その

他，発達全体，運動，手指操作に関する項目を

１項目ずつ設定した。調査票Ⅰ-３の内容は資

料B-１に示す。

表１　保育所・幼稚園における「気になる子」の内訳

男：女
気になる子
の割合（％）

全在籍児数
（保：幼）

気になる子
の合計

幼稚園保育所
平均月齢

（±標準偏差）
クラス

（１：１）１.８１１４２─２
１５.５
（±２.１）

０歳

（７：３）４.６２１８１０─１０
２４.９
（±４.３）

１歳

（１９：４）８.１
２８４

（２３５：４９）
２３３２０

３６.７
（±３.７）

２歳

（４３：８）６.８
７４６

（３０７：４３９）
５１２５２６

４８.６
（±３.６）

３歳

（４１：１４）７.７
７１６

（２７１：４４５）
５５３１２４

６１.６
（±３.６）

４歳

（４１：１１）６.７
７７７

（２７０：５０７）
５２２７２５

７１.７
（±４.３）

５歳

（１５２：４１）６.８
２８５５

（１４１５：１４４０）
１９３８６１０７─合計



　調査の結果，気になる内容の上位５項目は以

下のとおりであった。最も高い割合だった項目

は「注意力散漫である」（６５.８％），であり，次

いで「不器用である」（６２.７％），「親がいなくて

も平気」（６２.２％），「先生の話が聞けない」

（５７.０％），「友だちとうまく遊べない」（５６.５％）

があげられた。また，「発達全体がゆっくりで

ある」は５４.９％であり，４５.１％は顕著な発達の

遅れはみられず行動面において気になる姿がみ

られると考えられる。気になる内容の出現状況

を図１に示す。

　この結果を，舞鶴市の保育所・幼稚園の在籍

児の保護者を対象とした調査研究（前田ほか，

２００８）と比較してみると，保護者の心配事の上

位５項目は「かんしゃくを起こしやすい」「お

おねしょがある」「落ち着きがないように思う」

「偏食がひどい」「不安が強い」であり，「友だち

とうまく遊べない」は３.３％とわずかであった。
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保護者の心配事が生活に密接した場面で生じて

いることに対して，保育者の気になる内容は友

だち関係など集団場面で生じていると考えられ

る。なお，「注意・集中」に関する項目（保育者

「注意力散漫である」，保護者「落ち着きがない

ように思う」）は，保育者・保護者に共通して

みられる内容であった。

　また，一人の子に対して気になる内容は重複

して該当しており，１項目のみ該当する場合か

ら２１項目重複して該当する場合がみられた。該

当数としては，７～８個が３３人（１７.１％）で最

も高い割合であった。

②気になる内容の出現率

　気になる内容について，在籍クラスの年齢に

よる出現率の差異を検討した。その結果，「注

意力散漫である」「先生の話が聞けない」「不器

用である」「言葉の発達が遅れている」「親がい

0 20 40 60 80 %

図１　気になる内容



なくても平気」という内容は年齢による大きな

差がみられず一定の割合で出現していた（図２

参照）。また，「発達が全体的にゆっくり」「運

動発達がゆっくり」という内容は０歳児クラス

在籍では気になる内容としてはあげられず，１

歳児クラス以降は一定の割合でみられた（図３

参照）。

　「一人でいることが多い」「かんしゃくを起こ

しやすい」「偏食がひどい」「しつけがしにく

い」という内容は年齢とともに減少する傾向が

みられた（図４参照）。また，「噛みつきがあ

る」「おしっこが近い」「おねしょがある」とい

う内容は２歳児クラスをピークとする山型の年

齢的推移がみられた（図５参照）。これらの内

容は，この時期の発達の特徴と重なってあらわ

れているとも考えられ，「気になる子」の課題
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が発達的要因もふまえて顕著な問題として現れ

る時期にあると考えられる。

　「友だちとうまく遊べない」「すぐに手がで

る」「不安が強い」という内容は，２歳児クラス

にかけて上昇した後に４歳児クラスで一度減少

がみられるが５歳児クラスで再度上昇するとい

う年齢的推移がみられた（図６参照）。「友だち

図４　年齢による出現率③
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図２　年齢による出現率①
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図５　年齢による出現率④
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図３　年齢による出現率②

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5

%

図６　年齢による出現率⑤
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とうまく遊べない」に関しては，「一人でいる

ことが多い」という内容が年齢とともに減少す

る一方で上昇していく傾向にあり，このことは

友だちと関わろうとするがゆえのトラブルの増

加とも考えられる。通常，対人関係調整や行動

調整が充実してくる５歳児クラスの時期に問題

がみられるという点が「気になる子」の困難の

特徴としてあげられると考えられる。その他の

内容の年齢による出現率は資料B-２に示す。

③「気になる子」におけるM-CHAT・ASQの該

当率

　M-CHATとASQは自閉症スペクトラムのス

クリーニングとして用いられるが，本研究では

乳幼児期の対人関係，コミュニケーションをは

かる項目として「気になる子」の該当率を検討

した。M-CHATは，主に１８ヵ月から３６ヶ月児

を対象としたスクリーニングツールとして用い

られている。そのため，「気になる子」として

あげられた１８～３６ヵ月児（平均３０.３ヵ月，標準

偏差５.０ヵ月）のうち診断がついていない１７人

を対象に，M-CHATから抜粋した１０項目の該当

率を検討した。その結果，「社会的参照（いつ

もと違うことがある時，おとなの顔を見て反応
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を確かめる）」が１０人（５８.８％），「模倣（おとな

のすることをまねする）」が８人（４７.１％），と

不通過の割合が高かった（図７参照）。また，

１０項目中の該当数は９～１０項目が５人（２９.４％）

と最も高い割合であった。

　ASQは，主に４歳から６歳までを対象とした

スクリーニングツールとして用いられている。

そのため，「気になる子」としてあげられた４

～６歳（平均６２.７ヵ月，標準偏差８.７ヵ月）のう

ち診断がついていない９９人を対象に，ASQから

抜粋した２３項目の該当率を検討した。その結

果，「模倣（おとなのしぐさを，その人になった

つもりでまねをする）」がみられないとする回

答が５１人（５１.５％）と最も高い割合であげられ

た。次いで，「視線（一緒に遊ぶときやお話を

するときは，まっすぐにあなたの顔を見る）」

が４３人（４３.４％），「集団遊び（決まりごとのあ

る集団遊びにルールに従って参加する）」が４３

人（４３.４％），「友だちとの想像遊び（同年齢の

仲間と想像的な遊びをする）」が４３人（４３.４％），

「友だち関係（仲のよい友だちがいる）」が４３人

（４３.４％），とそれぞれの項目がみられないとす

る回答が高い割合であげられた（図８参照）。友

だち関係や対人関係の項目に比べて，こだわり

図７　M-CHATの該当率（１８～３６ヵ月児）
注）図中の（逆）は逆転項目を示す
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に関する項目の該当率は相対的に低いという結

果であった。また，２３項目中の該当数は１３～１４

項目が２０人（２０.２％）と最も高い割合であった。

　以上のように，M-CHATとASQの項目のう

ち高いものでは４０～５０％の割合で該当すること

が明らかとなった。このことから，「気になる

子」は発達的に対人関係やコミュニケーション

の課題を抱えており，それらの課題が４歳から

６歳児で友だち関係の困難として顕在化すると

考えられる。

３－３　子ども自身の困難と保育上の困難

　子ども自身の困難，保育者の困難，クラス運

営上の困難の有無について，在籍クラスの年齢

による出現率の差異を検討した。その結果，子

ども自身の困難は年齢が上がるとともに上昇し
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ていく傾向にあった。保育者の困難は全ての年

齢で高い割合でみられたが，０歳児から３歳児

クラスで高い割合でみられ４，５歳児クラスで

ゆるやかに減少していた。クラス運営上の困難

は３歳児クラスにおいて高い割合でみられ，自

我が拡大・充実していくこの時期の発達的特徴

図９　困難の年齢による出現率
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図８　ASQ項目の該当率（４～６歳児）
注）図中の（逆）は逆転項目を示す
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と合わせて検討する必要があると考える。それ

ぞれの困難の年齢による出現率の差異は図９に

示す。なお，０歳児クラスは対象が２人のため

高い割合が示される傾向にあった。

①子ども自身の困難

　子ども自身が困っていることの自由記述の内

容について，KJ法（川喜田，１９６７）を用いて分

類した。その結果，子どもの困難は１１カテゴリ

ーに分類され，さらに１次的困難と２次的困難

の２領域に分類することができた。１次的困難
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は子どもの心身機能により生じる困難，２次的

困難は１次的困難により生じる活動・参加の制

限や自我の育ちにおける課題とした。１次的困

難は６８件（４０.２％），２次的困難は１０１件（５９.８％）

であり，「気になる子」においては集団との関

係において活動・参加の制限が生じている割合

が相対的に高いことが示唆される。最も高い割

合を示したカテゴリーは，「友だち関係」の４１

件（２４.３％）であり，その中でも「友だちとう

まく関わることができない」とする回答が２１件

（１２.４％）で最も高く，さらに５歳児クラスの子

表２　子ども自身の困難の内容（N＝１６９件，複数回答）

内容（件数）
カテゴリー
件数（％）

思い通りにならなかった時にパニックになる（１０）
気持ちの立て直しに時間がかかる（５）

気持ちのコントロール
１５（８.９）

１次的困難
６８（４０.２）

新しいことや予定外のこと，変化（部屋・物の配置）による不安（８）
場面の切りかえの難しさ（４）
緊張が高い（２）

場面・予定の変更
１４（８.３）

言葉でうまく自分の思いを相手に伝えることができない（９）
言葉でのコミュニケーションがとれない（３）

言語・コミュニケーシ
ョン　１２（７.１）

不器用で制作活動が苦手である（７）
運動が苦手である（３）

運動面・手指操作面
１０（５.９）

じっとしていることが難しい（９）注意・集中　９（５.３）

偏食がきつい（５）こだわり　５（３.０）

障害のため言葉での指示で行動することが困難である（２）
障害のため目がみえにくい（１）

障害
３（１.８）

友だちとうまく関わることができない（２１）
思いどおりにならない時などに手がでてしまう，ケンカになる（１１）
玩具の貸し借りなど言葉で思いを伝えきれないためトラブルになる（３）
大声で泣き叫び，友だちから押されたり責められる対象となっている（３）
他者（おとな・他児）との関わりが少ない（３）

友だち関係
４１（２４.３）

２次的困難
１０１（５９.８）

一斉指示が理解できない・友だちのしていることを見てまねている（１９）
集団遊びの内容が理解できない（４）
見通しをもち行動できない（２）

理解・行動
２５（１４.８）

クラス全体の動きについていけない（１１）
集団の活動に参加することが困難である（７）
食事・運動で，障害のためみんなと一緒のことをすることが難しい（４）
運動面の遅れのため他児の動きについていけない（１）

集団参加
２３（１３.６）

注意されると気持ちを崩す，注意を受けることを気にしている（５）
やりたい気持ちはあるがうまくできない（３）
他児と比べて自分ができないことを感じている（２）
経験不足により幼稚園生活に不安がある（１）
自分の思いを主張できない（１）

自我の育ち
１２（７.１）
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表３　保育者の困難の内容（N＝２６２，複数回答）

内容（件数）カテゴリー
件数（％）

パニックになった時の対応の困難（１４）
思い通りにならない時などに手がでてしまう・乱暴になる（６）
気に入らないことがあると大声で叫んだり泣いたりする，かんしゃくがある（９）
気持ちが高ぶると指示が入らない・乱暴になる（３）
思いがけないことで怒る・きれやすい（２）
突然大声をだす（１）

気持ちのコントロール
３５（１３.４）

切りかえの難しさ（７）
予定変更や行事・集会参加の不安への対応の困難（３）
変更がききにくい（１）

場面・予定の変更
１１（４.２）

言葉でのやりとりができない・言葉での指示が十分に理解できない（１１）
言葉で思いを表現できない・言おうとするが理解できないことが多い（９）
目が合わない（５）
自分の思いや興味関心を一方的に伝え相手の話がきけない（２）
言葉がしゃべれない（２）
相手の気持ちに気づけず自己中心的である（１）
わざと悪いことをして気をひこうとする（１）
言葉で思いが伝わらずふざけて手がでてしまう（１）
会話の内容が途中で変わる（１）

言語・
コミュニケーション
３３（１２.６）

運動面（特に散歩時など安全面がとわれる際）の援助に関する困難（５）
不器用で制作活動が苦手である（２）
運動面が苦手である（１）

運動面・手指操作面
８（３.１）

集中力や持続力が弱い（２２）
注意しても聞き入れにくい・注意しても繰り返す（１７）
一斉指示が入りにくい・個別の声かけが必要である（１４）
話が聞けない（６）
落としものが多い，一つのことをすると一つのことがぬけていく（１）

注意・集中
６０（２２.９）

こだわりが強い（８）
偏食がきつく配慮が必要である（６）

こだわり
１４（５.３）

障害に応じた配慮が必要である（運動・食事制限・体調管理など）（４）
個性か障害かわからず全ての対応に悩む（２）
障害ゆえにできないことが多い中，本児の満足いく関わりができているか迷う（１）
自閉症という障害ゆえの困難（１）

障害
８（３.１）

友だちとトラブルになる（１９）
友だちと関わろうとしない（２）
友だちとうまく関わることができない，同年齢の子どもと遊べない（１）
かみつく，ひっかく（１）
他児に手がでる，乱暴（暴力・暴言），過剰なスキンシップがある（１）

友だち関係
２４（９.２）

その日の気分・場面によって行動の差がある（５）
得意・不得意，または好き・嫌いの差が大きい（３）
クラス全体の動きについていけない・何事にも時間がかかる（３）
発達の遅れ，理解力の乏しさ（２）
何度も指示を与えなくてはならない（１）
次の活動の準備に時間がかかる（１）

理解・行動
１５（５.７）

集団の活動に参加しにくい（１３）
場の状況が読めない（４）
自分勝手な行動をとる（３）
集団の行動（行事・制作など）で，どこまで他児と同じことをさせるべきか迷う（３）
素話に興味を向けない（１）

集団参加
２４（９.２）

生活面の幼さ・毎日の生活習慣を身につけるために個人別の関わりが必要である（８）
食事・午睡の際の個人別の対応が必要である（２）
休みあけなど園での生活習慣を再度伝えなくてはならない（１）

生活習慣の未熟さ
１１（４.２）

無表情・無気力，意欲が低い・自分からしようとしない（３）
子どもの自立を考えた援助に関する困難（１）
やりたくないことへの意欲の高め方に関する困難（１）
やりたい気持ちはあるがうまくできない（１）

自我の育ちの支援
６（２.３）

個人別に声かけの工夫が必要である（５）
一斉指導の制作などで個人別対応が必要である（４）
他児と同じように扱うことができない（２）

個人別対応の必要性
１１（４.２）

砂，ゴム，おもちゃを口にする（１）
服の袖をかむ（１）

その他
２（０.８）



どもの困難の６２件中１３件（２１.０％）におよんだ。

２，３，４歳児クラスでは，このことを困難と

する件数は少なく（２歳児２件，３歳児３件，

４歳児４件），年齢があがるにつれ困難として

把握されるようになると考えられる。その他の

カテゴリーでは，「理解・行動」が２５件（１４.８％），

「集団参加」が２３件（１３.６％）あげられ，一斉指

示の理解の難しさやクラス全体の動きについて

いけないといった困難が指摘された。また，こ

ういった要因を背景として，「自我の育ち」

（７.１％）の課題が生じていると考えられる。子

ども自身の困難の内容を表２に示す。
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②保育者の困難

　保育者が困っていることの自由記述の内容に

ついて，KJ法を用いて分類した結果，１４カテゴ

リーに分類することができた。最も高い割合を

示したカテゴリーは，「注意・集中」の６０件

（２２.９％）であり，その中でも「集中力や持続力

が弱い」が２２件（８.４％），「注意しても聞き入れ

にくい・注意しても繰り返す」が１７件（６.５％），

「一斉指示が入りにくい・個別の声かけが必要

である」が１４件（５.３％）と高い割合でみられ

た。その他のカテゴリーでは「気持ちのコント

ロール」が３５件（１３.４％），「言語・コミュニケ

表４　クラス運営上の困難の内容（N＝１１８，複数回答）

内容（件数）
カテゴリー
件数（％）

一斉指示場面で個人別対応が必要である（１０）
他児のペースと異なる（７）
みんなと一緒に遊べない（７）
１対１でゆっくり向き合って関わる必要がある（６）
食事・運動・制作で個人別対応が必要である（４）
戸外・園外に行くために人手が必要である（４）
クラス全体を見ることができない（４）
不安時の対応が必要である（４）
障害に応じた配慮が必要である（２）
おとなを求める・甘える（２）
児だけがまんできない（１）
集団参加が難しいので別の設定が必要である（１）
十分に対応できず本児もイライラしている（１）
どこまで他児と同じことをするように誘いかけるか悩む（１）
できるまで時間がかかるため本児が楽しめるまで待てない（１）

個人別対応の必要性
５５（４６.６）

パニックやトラブルによる他児への影響がある（１３）
児の動きに他児が影響されクラス全体が落ち着かない（１１）
乱暴をする（４）
自分勝手な行動で保育が中断する（４）
トラブル・パニックでの対応で他児を待たせてしまう（３）
本児の行動にあわせるため他児を待たせてしまう（２）
状況にかまわず自分の思いを伝える（２）
他児にちょっかいをだす（２）
大声をあげて泣きわめく（２）
他児が本児を怖がる（１）
ルールが守れず他の子が楽しめない（１）

他児に与える影響
４５（３８.１）

クラスの子の理解が必要である（７）
他児が間違いを指摘する（６）
児の面倒をみる子がいて自分でできることもしてしまう（２）
他児の児に対する対応が難しい（２）
他児に対して児の思いを代弁するようにしている（１）

周りの子の理解
１８（１５.３）



ーション」が３３件（１２.６％）あげられ，パニッ

クになった時の対応の困難や，言葉でのやりと

りができないことによる困難が指摘された。保

育者の困難の内容を表３に示す。

③クラス運営上の困難

　クラス運営上で困っていることの自由記述の

内容について，KJ法を用いて分類した結果，３

カテゴリーに分類することができた。最も高い

割合を示したカテゴリーは，「個人別対応の必

要性」の５５件（４６.６％）であり，「一斉指示場面

で個人別対応が必要である」が１０件（８.５％）あ

げられた。次いで「他児に与える影響」の４５件

（３８.１％）があげられ，「パニックやトラブルに

よる他児への影響がある」が１３件（１１.０％），

「児の動きに他児が影響されクラス全体が落ち

着かない」が１１件（９.３％）あげられた。そのほ

か，「周りの子の理解」が１８件（１５.３％）あげら

れた。この結果から，「気になる子」の支援は，

在籍するクラスの保育環境（子どもの人数，保

育者の配置，教室の広さ）の課題と重ね合わせ

て検討していくことが重要だと考えられる。ク

ラス運営上の困難の内容を表４に示す。

④困難と気になる内容の関連

　それぞれの困難の有無と気になる内容の関連

をFisherの直接確率法により検定をおこなっ

た。その結果，子ども自身の困難と関連があっ

た内容は，「親がいなくても平気」（|2（１）＝

６.７４４，p＜ .０５），「すぐに手がでる」（|2（１）＝

９.８８９，p＜.０１）であった。

　保育者の困難と関連があった内容は，「切り

かえが悪い」（|2（１）＝８.５９１，p＜.０１），「かんし

ゃくを起こしやすい」（|2（１）＝８.８３５，p＜.０１），

「すぐに手がでる」（|2（１）＝４.６１５，p＜ .０５），
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「乱暴である」（|2（１）＝６.０２３，p＜.０５）といっ

た気持ちのコントロールに関する内容と，「注

意力散漫である」（|2（１）＝１０.０９６，p＜ .０１），

「先生の話しが聞けない」（|2（１）＝１９.５６９，p＜

.００１），「多動である」（|2（１）＝８.０４５，p＜.０１）

といった注意・集中に関する内容があった。そ

の他，「友だちとうまく遊べない」（|2（１）＝

１３.６７９，p＜.００１），「しつけがしにくい」（|2（１）

＝７.７７７，p＜.０１）といった内容とも関連がみら

れた。

　次に，クラス運営上の困難と関連があった内

容は，「切りかえが悪い」（|2（１）＝５.７００，p＜

.０５），「かんしゃくを起こしやすい」（|2（１）＝

９.７０３，p＜ .０１），「すぐに手がでる」（|2（１）＝

２６.０４２，p＜.００１），「乱暴である」（|2（１）＝２３.１８２，

p＜.００１）といった気持ちのコントロールに関

する内容，「注意力散漫である」（|2（１）＝１３.４９６，

p＜.００１），「飽きっぽい」（|2（１）＝５.３８１，p＜

.０５），「先生の話が聞けない」（|2（１）＝２８.８０１，

p＜.００１），「多動である」（|2（１）＝１９.５６４，p＜

.００１）といった注意・集中に関する内容があっ

た。その他，「しつけがしにくい」（|2（１）＝

２２.５４１，p＜.００１），「友だちとうまく遊べない」

（|2（１）＝１４.８９６，p＜ .００１），「親から離れにく

い」（|2（１）＝９.０１７，p＜ .０１），「こだわりが強

い」（|2（１）＝６.８７２，p＜ .０５），「多弁である」

（|2（１）＝６.０２３，p＜.０５）といった内容とも関連

がみられた。

　以上のように，子ども自身の困難は気になる

内容との関連が相対的に少なく，対人面や気持

ちのコントロールの内容との関連がわずかにみ

られるという結果であった。保育者の困難・ク

ラス運営上の困難と関連する気になる内容は，

気持ちのコントロール，注意・集中に関する内

容が多くみられた。また，「友だちとうまく遊



べない」「しつけがしにくい」といった内容と

も関連がみられるという特徴があった。このこ

とから，保育者が子どもへの対応やクラス運営

で感じる困難が，気になる内容として表れてい

ることが考察される。

３－４　保護者支援の困難

　「気になる子」の保護者支援については，１９３

人中１０３人（５３.４％）において困難が有るという

回答があげられた。クラスごとにみると，１歳

児クラスで５人（５０.０％），２歳児クラスで９人

（３９.１％），３歳児クラスで３１人（６０.８％），４歳
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児クラスで２９人（５２.７％），５歳児クラスで２７人

（５１.９％）の割合で困難が指摘されていた。

　保護者支援で困っている内容についての選択

回答では，「保護者と認識が異なる」が６５件

（６３.１％），「支援の方法が分からない」が２７件

（２６.２％），「保護者の心配が多く受けとめきれ

ない」が９件（８.７％）という結果であった。そ

の詳細について検討するため，保護者支援で困

っていることの自由記述の内容について，KJ

法を用いて分類した結果，６カテゴリーに分類

することができた。最も高い割合を示したカテ

ゴリーは，「育児支援の困難」の５１件（３８.１％）

表５　保護者支援における困難の内容（N＝１３４，複数回答）

内容（件数）
カテゴリー
件数（％）

子どもとの関わりが少ない・子どもに必要な関わりができていない（１１）
家庭に複雑な事情（母子家庭，親の病気など）がある（１０）
保護者自身が人との関わりに難しさを抱えている（９）
生活面の関わり（食事・お風呂）が十分にできていない（７）
甘やかし，子どもの言いなりになってしまっている（７）
伝えたことを実行してくれない（４）
子どものしつけができない（３）

育児支援の困難
５１（３８.１）

発達上の弱さを伝えても受けとめられない（１０）
家庭では気になる行動がみられないと話す（８）
子どもの様子を伝えるが理解してもらえているか分からない（６）
問題意識があまりない（６）
性格や年齢によるものだと思っている（３）
発達が遅れているという認識はあるがあまり気にしていない（３）
診断名がおりているが症状について楽観的に捉えている（２）
就学に対して積極的に動いていない（２）
積極的に医療や保健師と連携をとろうとしない（１）
保護者から積極的な話がないため具体的な話ができない（１）
若年であることによる認識の違いと伝え方の難しさがある（１）

認識の弱さ
４３（３２.１）

保護者への子どもの課題の伝え方について悩む（１１）
保護者が繊細なところがあるため伝え方に悩む（６）
診断がおりていないため伝え方が難しい（３）
専門的なことを伝えていかなくてよいのか悩む（２）

伝え方の困難
２２（１６.４）

保護者の不安が高く受けとめが難しい（６）
保護者の要求が多く対応が難しい（２）

不安・要求の高さ
８（６.０）

気になる行動は認識しているが，父親の理解がえられない（２）
母親は受けとめようとしているが父親の理解がえられない（１）
診断名はおりているが障害受容の過程である（１）

両親の思いの違い
４（３.０）

保護者と話す時間がもてない（２）
日本語が母国語でないために伝え方の難しさがある（２）
保護者との信頼関係，コミュニケーションが十分できていない状況にある（２）

その他
６（４.５）



であり，「子どもとの関わりが少ない・子ども

に必要なかかわりができていない」が１１件

（８.２％），「家庭に複雑な事情がある」が１０件

（７.５％）あげられた。次いで「認識の弱さ」が

４３件（３２.１％）あげられ，「発達上の弱さを伝え

ても受けとめられない」が１０件（７.５％）あげら

れ た。そ の 他，「伝 え 方 の 困 難」が２２件

（１６.４％），「保護者への子どもの課題の伝え方

に悩む」という回答が１１件（８.２％）あげられ

た。以上の結果から，子どもの困難について共

通理解を深める前提として，育児支援が必要な

保護者が存在し育児支援という観点からの支援

が求められていることが示唆される。保護者支

援おける困難の内容を表５に示す。

３－５　「気になる子」への対応

　調査票Ⅱにおいて回答がえられた２９１件より，

「気になる子」への対応の実態とニーズについ

て検討をおこなった。

①「気になる子」への対応の実態

　「気になる子」への対応の実態については，

選択回答より「同僚・先輩に相談している」が

２６７件（９１.８％）と最も高い割合を示した。次い

で，「自分の経験で対応している」が１８３件

（６２.９％），「研修会に参加して勉強している」が

１７８件（６１.２％），「職員会議にかける」（５９.５％），

「本等で勉強している」が１７２件（５９.１％），「関

連機関に相談する」が１１７件（４０.２％）であっ

た。この結果より，保育者は職員間や自身の経

験・学習により「気になる子」に対応している

現状にあることがわかる。関係機関に相談する

場合の相談先としては，「療育機関」が７８件

（６６.７％），「保健センター」が４８件（４１.０％），

「教育相談」が４３件（３６.８％），「医療機関」が３３

件（２８.２％），「保健所」と「児童相談所」がそれ

立命館産業社会論集（第４７巻第４号）114

ぞれ２９件（２４.８％）であった。また，上記の対

応が保育実践に生かされているかの問いには，

２７４件（９４.２％）が「はい」と回答し，「いいえ」

の理由としては「気になる子」一人ひとり，そ

の時々で対応方法が異なることや現実的に保育

者の人数が限られていることによる限界が指摘

されていた。

②「気になる子」への発達支援

　「気になる子」を支援していく上で必要と考

えていることについての選択回答では，「保育

者が専門的な知識を習得できる機会」が２５６件

（８８.０％），「関係機関との連携」が２３６件（８１.１％）， 

「専門的知識をもったスタッフによる相談の機

会」が２３３件（８０.１％）と高い割合であげられ

た。次いで，「周囲の保護者等の理解」が１８０件

（６１.９％），「職員の増員」が１５２件（５２.２％），「関

係者の理解」が１４９件（５１.２％），「保育スペース

等環境の整備」が１２８件（４４.０％）であった。

　発達上課題のある子と保護者への支援で重要

なことについての自由記述を，KJ法を用いて

分類した。その結果，自由記述の内容は１０カテ

ゴリーに分類することができ，さらに「連携・

協働」「学習」「保育環境」の３領域に分類する

ことができた。最も高い割合を示したカテゴリ

ーは，「連携・協働」の１２７件（６６.１％）であっ

た。その中では，「家庭との連携」が６２件

（３２.３％）と割合が高く，保育者と保護者が子ど

もの課題に対する共通理解をすすめることの重

要性が指摘された。また，「関係機関との連

携・協働」（２０.３％）では，専門機関と保護者，

関係機関と園という２者間の連携のみでなく，

関係機関・保護者・園の３者がともに話しあえ

る体制を整えていくことの重要性が指摘され

た。その他，「連携・協働」については，「早期



発見・早期対応」（７.３％）があげられ，気にな

るという段階から対応できる発達支援の体制を

のぞむ回答があげられた。また，職員内で連携

して子どもをみていくことの重要性についても

回答があげられた。

　その他のカテゴリーでは，「学習」が４２件

（２１.９％）あげられ，保育者自身が学習する機会

を設けると同時に，そのための時間の保障を求

める回答があげられた。「保育環境」は２３件

（１２.０％）あげられ，知的な遅れのない「気にな
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る子」においても必要な職員配置の実現を求め

る回答があげられた。そして，こういった「気

になる子」への支援体制を市や府が保障してい

くことの重要性が指摘された。発達上課題のあ

る子どもと保護者への支援で重要なことを表６

に示す。

表６　発達上課題のある子と保護者への支援で重要なこと（N＝１９２，複数回答）

内容（件数）
カテゴリー
件数（％）

保護者と保育者との信頼関係の形成，信頼関係のもとで子どもの問題の共通理解をすすめ
る（４３）
保護者への子どもの気になる内容の伝え方，親が子どもの問題に気づいていない場合の伝
え方（１０）
保護者のよき相談相手になる，保護者を孤立させない，保護者同士が話をできるよう橋渡
しをする，相談できる場を設ける（４）
保護者が抱える精神的な病気または発達障害の傾向への配慮（３）
保護者に対して，市にある相談機関の情報を広報で周知する（２）

家庭との連携・
協働
６２（３２.３）

連携
協働

１２７（６６.１）
関係機関・保護者の二者の連携，関係機関・園の二者の連携，関係機関・保護者・園の三
者の連携，ともに話し合い同じ捉えで子どもの成長を考えていくことのできる体制（３６）
市や府の経済的支援，学校教育における加配や少人数学級の実現（３）

関係機関との
連携・協働
３９（２０.３）

気になる時から対応できる体制，乳幼児健診での早期発見の充実（８）
幼児期における発達診断の機関，療育の機関，親・保育者双方の相談機関の増加・充実
（６）

早期発見・
早期対応
１４（７.３）

担当・加配保育士を孤立させない体制，職員内での情報の共有（１２）
職員間の連携・
協働　　１２（６.３）

子ども一人ひとりに合った指導の重要性と子どもから学ぶ姿勢（１７）
子ども理解
１７（８.９）

学習
４２（２１.９）

子どもを理解するための専門知識の必要性，専門的な知識をもつ人に保育者が相談できる
機会（１２）

専門知識の習得
１２（６.３）

保育者が常に学べる場・時間の保障（１１）
学習の時間・場
１１（５.７）

他の保育園での実践を知る機会（１）
他の保育園との意
見交換　１（０.５）

園が特別支援教育のあり方や流れを把握しておく（１）
就学の情報
１（０.５）

必要な職員の配置，「気になる子」に対する加配の必要性（１７）
１対１での関わり，十分に子どもに対応ができる体制（３）

人的体制
２０（１０.４）保育環境

２３（１２.０）
「気になる子」を受け入れるために十分な保育スペース（３）

場所・空間
３（１.６）



４．総合考察

１　「気になる子」の特別なニーズ

　「気になる子」は，保育所・幼稚園において

６.８％の割合で存在することが明らかとなった。

このうち，診断のついていない子どもは５.１％

であった。この結果は，平澤ら（２００５）の調査

で示された４.５％より高い数値であり，保育者

がどういった子どもを「気になる」ととらえる

かの認識とも関係すると考える。「気になる子」

は男児に７８.８％と高い割合でみられ，この結果

は本郷・澤江・鈴木他（２００３）による男児の割

合（８３.０％）と近似している。

　気になる内容としては，「注意・集中」「不器

用」「対人関係」が高い割合で示された。本研

究の結果では，目に見える行動面の内容に加え

て，不器用という神経学的な内容があげられて

おり「気になる子」の実態を把握するうえでの

一つの重要な視点だと考える。また，気になる

内容は，年齢に一貫してみられるもの，年齢が

上がるにつれ減少するもの，特定の年齢に顕著

にみられるものがあることが明らかになった。

診断のついていない子どもについて，M-CHAT，

ASQの項目から検討した結果，対人関係やコミ

ュニケーションの困難を抱えている割合が４０％

から５０％みられ，４歳から６歳児では集団生活

における友だち関係の困難が顕在化することが

示唆された。このことから，発達に応じて子ど

もの課題を検討していくことの重要性が示唆さ

れ，気になる内容が発達に伴いどのように変化

するかについて検討を深めていく必要性があ

る。また，気になる内容は重複してみられるこ

とが明らかになったが，どういった項目が関連

し合って出現しているかについては詳細な検討
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が必要だと考える。

　子ども自身の困難は，友だち関係で生じるも

のが多く，また自分の思いを言葉で表現できな

い，活動内容の理解が困難なために集団生活を

楽しみにくいといった子どもの主体的参加につ

いての事柄があげられた。また保育者が感じる

困難としては，子どもの注意・集中の困難や他

児とのトラブル，パニックといった行為が多く

あげられていた。これらの行動は集団活動の流

れをとめる要因となり，クラス運営上の困難と

してあげられた他児に与える影響につながって

いたと考えられる。また，集団において「気に

なる子」には個人別対応を必要とする場面が多

くみられることも明らかとなった。保育現場で

の支援を検討する際には，「気になる子」の個

の発達に応じた関わりとともに，その子どもを

ふくめた集団づくりの視点が必要になってくる

だろう。このように，「気になる子」の支援は，

保育の活動内容や保育環境（子どもの人数，教

室の広さ，保育者の配置など）と重ね合わせて

検討していくことが重要だと考える。また「気

になる子」においては，少数ではあるが生活習

慣の未熟さが指摘されており，保護者への育児

支援の必要性が指摘されていることも重要な視

点である。「気になる子」への支援では，現代

における家庭環境の変化や社会の実態を考慮し

ながら検討を深めていくことも重要だろう。

　以上のことより，「気になる子」の特別なニ

ーズとその対応を検討する際には，それぞれの

子どもの発達上の要因を中心におきながら，保

育の活動内容や保育環境，家庭環境といった要

因をとらえていく視点が重要になると考える。

特別なニーズとは，子どもの要因と周囲の要因

から生じるものであり，それらを重層的にとら

え支援のあり方を検討していくことが必要では



ないか。

２　「気になる子」の発達支援

　「障害児支援の見直しに関する検討会報告書」

では，「身近で接している者（保健師・保育士

等）と，障害児の専門機関の者が，別々に関わ

るのではなく，連続性をもって重層的に対応す

ること」としているが，本研究より保育現場で

子どもに身近に接している保育者と専門機関の

役割を次のように考察する。

　第１に，早期より発達支援を開始できる体制

を整えることの必要性があげられる。本研究の

結果，「気になる子」は２歳児クラス以降に高

い割合でみられ，保育者は早期より子どもの気

になる姿をとらえていることが示唆された。小

枝・関・前垣（２００７）は，知的に遅れのない子

どもの場合，３歳児健診では発達の問題を指摘

されにくく，集団生活を送るなかで保育者によ

り問題が発見されることが多いことを指摘して

いる。本研究の結果から，保育者は発達の問題

が顕在化する以前より，その兆候となる行動を

とらえていることが示唆されたといえよう。し

かし，早期に徴候をつかむが具体的な支援につ

ながらず保育現場で独自の対応がせまられてい

るという実態も明らかとなった。保育者が気に

なる段階から発達支援を開始できるよう就学前

施設と専門機関が連携・協働して子どもをみて

いく体制を整備・推進していく必要がある。ま

た，「気になる子」の多くは診断がついておら

ず，そういった子どもは，療育の通室や加配な

ど具体的な支援につながりにくい実態にあるこ

とも明らかとなった。診断がついていない「気

になる子」は公的な支援の対象にならず，保育

所・幼稚園においては人的配置の限界もあり子

どもが支援を必要とする場面で個人別対応が十
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分におこなえない事態へとつながっている。

「気になる」という段階から支援を開始するた

めに，人的配置等の条件整備が求められている

といえるだろう。

　第２に，保護者支援の必要性があげられる。

「気になる子」への対応としては，保護者支援

の困難が重複してみられ，その中でも育児支援

の必要性が高い割合で指摘された。また，保育

者への調査では，保護者の調査で心配事として

あがりにくい友だち関係が気になる内容として

上位にあげられ，集団生活において顕在化され

る課題を保護者と共通理解することの難しさが

示唆された。「気になる子」の課題は集団場面

において顕在化されるため，家庭の姿から子ど

もをみる保護者と課題が共有しにくいことが考

えられる。一方，前田ほか（２００８）の調査結果

より，保護者の心配事では生活面での課題があ

げられる傾向があり，保護者にとって身近な内

容をもとに相談をおこなう育児支援の視点が重

要だと考えられる。こういった視点は小渕

（２００７）の研究でも指摘されていることであり，

保護者と身近で接する保育者の役割として重要

といえよう。

　第３に，第三者をふくめた発達支援の必要性

があげられる。本研究の結果，保育者は「気に

なる子」を担当するにあたり，同僚・先輩に相

談して対応にあたっている割合が高く，関係機

関に相談することは相対的に少ないという実態

が明らかとなった。保育者は，専門的な知識を

習得できる機会を求めており，子どもへの支援

を検討する際に専門知識をもつ第三者を介在さ

せることの必要性が示唆された。第三者を媒介

にすることで，保育者は子どもの気になる姿を

発達・障害の双方の視点から理解を深め，職員

間で対応方法を共有する機会をえることができ



るだろう。また，第三者を媒介にすることで，

保護者が専門機関につながりやすくなることも

考えられる。このように，「気になる子」の発

達支援では，子どもの支援に関係する保育者・

保護者・専門家の三者による連携・協働の体制

が重要だと考える。この際，「気になる子」の

特別なニーズは子どもの発達の要因に加え保育

の活動内容や保育環境をふまえて検討する必要

があり，専門家が現場に出向き保育場面を観察

した上で，保育者とともに支援方法を検討する

ことが必要だと考える。

　本調査の実施後に舞鶴市においては巡回相談

が事業化されているが，それにより保育者の子

ども理解や保育実践，保護者支援がどのように

進み，「気になる子」の実態がどう変化したか

を検討していくことが，今後の発達障害児支援

の発展において重要だと考えられる。
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園連盟，立命館大学人間科学研究所が共同して
おこなっている。その他の取り組みについては
舞鶴市児童・障害福祉課発行の『幼保小の発達
支援ニュース』を参照されたい。

文献
芦澤清音・浜谷直人・田中浩司．（２００８）．幼稚園の
巡回相談による支援の機能の構造：X市におけ
る発達臨床コンサルテーションの分析．発達心
理学研究，１９（３），２４２-２６３．

浜谷直人．（２００３）．小学校通常学級における巡回相
談による軽度発達障害児等の教育実践への支援
モデル．教育心理学研究，５（３），３９５-４０７．

浜谷直人．（２００９）．発達障害児・気になる子の巡回
相談─すべての子どもが「参加」する保育へ
─．京都：ミネルヴァ書房．

平澤紀子・藤原義博・山根正夫．（２００５）．保育所・
園における「気になる・困っている行動」に示
す子どもに関する調査研究─障害群からみた該
当児の実態と保育者の対応および受けている支
援から─．発達障害研究，２６，２５６-２６７．

本郷一雄・澤江幸則・鈴木智子・小泉嘉子・飯島典
子．（２００３）．保育所における「気になる」子ど
もの行動特徴と保育者の対応に関する調査研
究．発達障害研究，２５，５０-６１．

嘉数朝子・財部盛久・上地亜矢子・石橋由美．
（２００７）．保育者の「ちょっと気になる子」の認
識と保育に関する研究Ⅰ─子ども観との関連で
─．琉球大学教育学研究紀要，７０，２５-３５．

川喜田二郎．（１９６７）．発想法─創造性開発のため
に．東京：中央公論社．

木原久美子．（２００６）．「気になる子」の保育をめぐ
るコンサルテーションの課題─保育者の問題意
識と保育対処の実態をふまえて─．帝京大学文
学部教育学科紀要，３１，３５-３９．

小枝達也・関あゆみ・前垣義弘．（２００７）．ちょっと
気になる子どもたちへの理解と支援─５歳児健
診の取り組み─．LD研究，１６，２６５-２７２．

厚生労働省．（２００４）．発達障害者支援に関する勉強



会について 第７回 社会保障審議会障害者部
会 資料．２００４年３月３日発表．<http://www.
 mhlw.go.jp/shingi/2004/03/s0330-8e.html>

（２００４年１１月取得）．
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課．（２００８）．障害児支援の見直しに関する検討
会報告書．２００８年７月２２日発表．<http://www-
bm.mhlw.go.jp/shinji/2008/07/s0722-5.html>

（２０１１年７月取得）．
前田明日香・荒井庸子・張鋭・井上洋平・荒木穂
積・竹内謙彰．（２００８）．舞鶴市における子育て
の実態とニーズに関する調査研究─保護者のニ
ーズと子育て支援の関連について─．立命館産
業社会論集，４４（３），１０１-１２０．

文部科学省．（２００３）．「通常の学級に在籍する特別
な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全
国実態調査」調査結果．２００３年３月２８日発表．
<http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

 chousa/shotou/0118/toushin/030301i.htm>

（２０１１年７月取得）．
文部科学省初等中央教育局特別支援教育課．（２００７）．
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「発達障害」の用語の使用について．２００７年３
月１５日発表．<http://www.mext.go.jp/a_menu/
 shotou/tokubetu/main/002.htm>（２０１１年７月
取得）．

文部科学省．（２００８）．特別支援教育の対象の概念
図．２００８年３月発表．<http://www.mext.go.jp/
 a_menu/shotou/tokubetu/main/001.pdf>（２０１１
年７月取得）．

西本絹子．（１９９２）．気になる子って何？こういう子
がいるんです．藤崎春代・浜谷直人・西本絹
子・常田秀子著，保育の中のコミュニケーショ
ン─園生活においてちょっと気になる子どもた
ち．京都：ミネルヴァ書房．

小渕隆司．（２００７）．広汎性発達障害幼児の早期予兆
と支援─乳幼児健康相談・健診における親から
の訴え（心配事）の分析─．障害者問題研究，
３４（４），５８-６７．

杉山登志郎．（２００７）．発達障害の子どもたち．東
京：講談社．

杉山登志郎．（２０１１）．発達障害のいま．東京：講談
社．



立命館産業社会論集（第４７巻第４号）120

資料B‐１　調査票Ⅰ‐３の内容

項目カテゴリー

１ 発達が全体的にゆっくりである。発達全体

２ 運動発達がゆっくりである運動

３ 不器用である手指操作

６ 飽きっぽい５ 先生の話が聞けない４ 注意力散漫である
７ 多動である

注意・集中

１０ すぐに手がでる９ かんしゃくを起こしやすい
１２ 噛みつきがある

８ 切りかえが悪い
１１ 乱暴である

気持ちのコントロール

１４ 多弁である１３ 言葉の発達が遅れている言語・コミュニケーション

１７ 一人でいることが多い１６ 友だちとうまく遊べない１５ 親がいなくても平気対人関係

１９ 親から離れにくい１８ 不安が強く，新しい人や場所に慣れにくい不安

２１ 偏食がひどい２０ こだわりが強いこだわり

２４ おねしょがある２３ おしっこが近い２２ しつけがしにくい生活習慣

資料B‐２　気になる内容の年齢による出現率（％）

生活習慣こだわり不安対人関係
言語・コミュ
ニケーション

気持ちのコントロール注意・集中手指運動発達問題

クラス ２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２１

００１０００５０.００５０.０５０.０５０.０１０００５０.００１００５０.０１００５０.０１００１００１００１００５０.００００歳
４０.０２０.０５０.０４０.０４０.００２０.０５０.０５０.０９０.００６０.０２０.０２０.０３０.０５０.０５０.０５０.０３０.０７０.０５０.０４０.０６０.０７０.０１歳
４７.８５６.５４３.５３０.４４７.８１３.０４３.５５２.２７８.３５６.５２１.７５２.２３０.４３９.１４３.５４７.８５６.５３９.１４３.５５２.２６０.９６５.２４３.５５２.２２歳
３９.２１５.７５１.０２１.６４７.１２３.５４５.１３９.２５２.９６６.７２９.４５６.９１５.７３３.３３３.３４１.２６４.７４７.１５１.０６４.７７０.６６８.６５２.９５４.９３歳
１４.５２０.０３０.９１６.４３２.７１２.７２３.６４０.０４７.３５２.７２１.８５２.７５.５１８.２１６.４３８.２４５.５３２.７５８.２５２.７６７.３６１.８４５.５５６.４４歳
１５.４１７.３３４.６２１.２４４.２５.８３８.５３２.７６１.５６３.５２８.８５５.８１.９２５.０３６.５３８.５５５.８３２.７４６.２５１.９６３.５６１.５４２.３５３.８５歳
２６.４２２.３４０.４２１.８４２.０１３.０３５.８３９.９５６.５６２.２２４.４５４.９１０.９２７.５３０.６４１.５５４.９３８.９５０.３５７.０６５.８６２.７４６.６５４.９合計

資料A　調査項目

調査項目対象者調査票

１．回答者の属性
　 １ 記入者の役職
　 ２ 在籍クラス（クラスの在籍児数・保育者の人数・加配の有無
　 ３ 経験年数（調査票Ⅱのみ記入）

調査票Ⅰ・Ⅱの
回答者

共通

１．回答者の属性
２．「気になる子」の属性
　 １ 年齢　２ 入園時期　３ 診断名・診断時期　
　 ４ 療育手帳・特別児童扶養手当の有無　５ 療育・医療（主治医）の有無
３．気になる内容について（選択回答：２４項目）
４．子どもの日ごろの様子について（選択回答３３項目）
５．子ども自身が困っていると思われること（有無・自由記述）
６．子どもへの対応で保育者が困っていること（有無・自由記述）
７．クラス運営で困っていること（有無・自由記述）
８．保護者への支援について困っていること（有無・選択回答・自由記述）

対象児の状況を
把握する保育者

調査票Ⅰ

１．回答者の属性
２．「気になる子」への対応について（選択回答：７項目）
３．「気になる子」への支援で必要とされていること（選択回答：８項目）
４．「気になる子」，その保護者支援について（自由記述）

対象児を対応した
ことのある保育者

調査票Ⅱ
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Abstract: Our research aimed to clarify the actual conditions and special needs of children with 

developmental disorders, using a questionnaire completed by teachers of children with special 

needs in nursery schools and kindergartens. The main results were as follows: (1) Children with 

special needs appear at a rate of 6.8%, and are found at a high rate after reaching two years of 

age; (2) Children with special needs exhibit particularly attention deficit and problems of poor 

concentration, clumsiness, and difficulties in human relations; (3) The parents of those children 

need support in bringing up their children, and parents and teachers have difficulty in sharing the 

children’s problems; (4) It was suggested that in order to ensure the developmental support of 

children with special needs, cooperation between teachers, parents and specialists is important 

and the specialists, as a third party, need to visit within the field of child care to discuss with 

teachers how best to support the children.

Keywords: Children with developmental disorders, Nursery school, Kindergarten, Special needs, 

Developmental support
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